
　　　【事業法と船員法の有機的連携による事後チェック体制の強化】

運航蛍務監懸嘗の監査により、船畏の乗組み定農違反が確認された場合には、下記の違反について指導・監督を実施

　　　　①オーナーについては、船員法第フO条に基づく安全最少定員を乗り組ませていない

　　　　②オペレーターについては、事業法に基づく運航管理規程に規定する運航管理が不適切

詫　1の酢

　　　　　　運航監理官　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ監査における指導・監督・行政処分薫

認した場合、組みづ｝員法に｝舶監査において

対：船舶所有者
オペレーター管轄局の

運航労務監理官に通報

対：オペレーター

↓

旅客船の運航監理

船員労務官

船員労務監査

地
方
局

　　　　　　　　　　↓

　　ギ海上運送事業活性化法」の施行に伴う、

　　執行体制の見直し

　　　　　　　　　　↓

運餓労鰹鞍理官癸是（軍成17年4月）後の監1
麟、避ぎ

↓　　　
船貫法に基づく行政処分

・戒告

・是正命令　　　　等

↓　　の場合

同時並行
事業法に基づく行政処分

・安全確保命令　　等

　運航労務監理官

旅客船の運航監理

貨物船の運航監理

　船員労務監査

船員派遣事業鵜関する立入検査

灘鼓資格に麗する立入検査

地
方
局
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